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お　客　様　　各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧之原市シルバー人材センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　本　杉　佳　弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

インボイス制度に伴う事務費率改正について（お知らせ）

　　日頃から、牧之原市シルバー人材センター事業に御理解と御協力を賜
　り誠にありがとうございます。
　　さて、御存知のとおり令和５年１０月１日より「適格請求書等保存方式
（インボイス制度）」が導入され、消費税の取扱いが変わります。
　シルバー人材センターの会員は、配分金の中に消費税を含んだ内税方式
をとっています。そのため、インボイス制度が導入されますと、配分金が
消費税の仕入額控除の対象にならないため、センターの消費税の納税額が
増えることになりセンターの経営に多大な影響を及ぼすことになります。
　何卒、改正を御理解いただき、今後とも御支援、御鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。


記

１　改正年月日　　令和５年10月1日
　（現在の事務比率）　　配分金の１０％　
　（改正後の事務比率）　配分金及び機械代等の１５％
